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３
月
１４
日
の
閣
議
で
「
第
４
次
一
括
法
案
」
と
「
平
成
２６
年
版
『
地
方
財
政
の
状
況
』
」
が
、
１８
日
に
は

「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
相
次
い
で
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
第
４
次
一
括
法
案
の
正
式

名
称
は
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
案
」
。
６３
本
の
関
係
法
を
整
備
し
地
方
分
権
改
革
を
進
め
る
。

▼
地
方
財
政
の
状
況
は
４
面

全
国
市
議
会
旬
報
は
、
今

号
で
第
１
９
０
０
号
の
発
行

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
昭
和
３６
年
７
月
５
日
の

創
刊
以
来
、
５０
年
を
超
え
る

長
き
に
わ
た
り
、
皆
様
方
に

ご
愛
読
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
こ
と
に
対
し
、
衷
心
よ
り

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
紙
の
発
行
を
継
続
し
て

こ
ら
れ
ま
し
た
の
も
、
ひ
と

え
に
全
国
の
市
区
議
会
議

長
、
議
員
、
議
会
事
務
局
の

方
々
か
ら
寄
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
ご
支
援
の
賜
物
と
、

深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
皆
様
方
へ
の

情
報
提
供
に
努
め
ま
す
と
と

も
に
、
本
会
と
全
国
の
市
区

議
会
議
員
及
び
議
会
事
務
局

職
員
を
つ
な
ぐ
媒
体
と
し
て

一
層
の
紙
面
充
実
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
指
導

を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

句
報
担
当
一
同

４
次
一
括
法
案
は
３
月
１４
日

１４
日
の
閣
議
決
定
を
経
て
同
日

付
で
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
一
括
法

案
は
、
国
か
ら
地
方
へ
の
事
務
・

権
限
の
移
譲
の
ほ
か
、
都
道
府
県

か
ら
指
定
都
市
へ
の
事
務
・
権
限

の
移
譲
も
盛
り
込
ん
だ
内
容
。
平

成
２５
年
１２
月
２０
日
に
閣
議
決
定
さ

れ
た
「
事
務
・
権
限
の
移
譲
等
に

関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
」

を
踏
ま
え
て
、
国
か
ら
地
方
で
４３

本
、
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
で

２５
本
の
関
係
法
を
整
備
す
る
。
国

か
ら
の
移
譲
と
都
道
府
県
か
ら
の

移
譲
で
重
複
す
る
法
律
が
５
本
あ

る
た
め
、
実
際
に
は
６３
本
の
関
係

法
を
整
備
す
る
こ
と
と
な
る
。
現

在
、
地
方
運
輸
局
が
担
っ
て
い
る

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
や

監
査
な
ど
は
、
希
望
す
る
市
町
村

へ
移
譲
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て

い
る
。
市
町
村
が
希
望
し
な
い
場

合
は
、
希
望
す
る
都
道
府
県
へ
移

譲
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
指

定
都
市
へ
の
移
譲
で
は
、
県
費
負

担
教
職
員
の
定
数
決
定
、
学
級
編

制
基
準
の
決
定
な
ど
が
移
譲
さ
れ

る
。
２７
年
４
月
１
日
施
行
予
定
。

自
治
法
改
正
案
は
３
月
１８
日

１８
日
に
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
自

治
法
改
正
案
は
、
第
３０
次
地
方
制

度
調
査
会
が
平
成
２５
年
６
月
２５
日

に
安
倍
総
理
へ
答
申
し
た
「
大
都

市
制
度
の
改
革
及
び
基
礎
自
治
体

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
に
関

す
る
答
申
」
に
基
づ
く
。
指
定
都

市
制
度
の
見
直
し
、
中
核
市
と
特

例
市
の
制
度
統
合
、
新
た
な
広
域

連
携
制
度
の
創
設
な
ど
を
図
る
。

指
定
都
市
制
度
で
は
「
区
の
役

割
の
拡
充
」
が
図
ら
れ
る
。
区
の

事
務
所
の
事
務
分
掌
を
条
例
で
定

め
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
既
存
の

「
区
」
に
代
え
て
「
総
合
区
」
を

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
総
合
区
長
は
議
会
の
同
意
人

事
と
し
、
副
市
長
ら
と
同
じ
特
別

職
と
位
置
付
け
た
。
改
正
案
に
は

当
初
、
区
の
役
割
拡
充
と
合
わ
せ

議
会
に
区
常
任
委
員
会
を
置
く
よ

う
規
定
を
盛
り
込
む
予
定
だ
っ
た

が
、
全
国
市
議
会
議
長
会
指
定
都

市
協
議
会
の
緊
急
要
望
�
本
紙
第

１
８
９
５
号
６
面
�
を
踏
ま
え
、

政
府
は
制
度
化
を
見
送
っ
た
。

大
阪
府
枚
方
市
が
特
例
市
か
ら

中
核
市
に
、
佐
賀
県
佐
賀
市
が
特

例
市
に
移
行
し
、
全
国
の
中
核
市

は
４３
団
体
、
特
例
市
は
数
が
変
わ

ら
ず
４０
団
体
と
な
っ
た
。
中
核
市

に
は
政
令
指
定
市
が
処
理
で
き
る

事
務
の
一
部
が
、
特
例
市
に
は
中

核
市
が
処
理
で
き
る
事
務
の
一
部

が
都
道
府
県
か
ら
移
譲
さ
れ
る
。

４
月
５
日
、
栃
木
県
の
栃
木
市

が
岩
舟
町
を
編
入
合
併
し
た
。
編

入
し
た
結
果
、
同
市
の
人
口
は
１６

万
４
４
３
０
人
、
面
積
は
３
３
１

・
５７
平
方
�
、
議
員
定
数
は
３４
人

と
な
っ
た
。

▽
湯
沢
市
（
秋
田
県
）

�
０
１
８
３
（
７
３
）
２
１
６
８

FAX
０
１
８
３
（
７
２
）
３
７
８
０

※
住
所
は
変
更
な
し

４月５日現在の都市数
８１３団体

うち
指定都市 ２０市
中核市 ４３市
特例市 ４０市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1899・900号４月５日平成26年
（2014年）

４／１
移行

枚枚
方方
市市
がが
中中
核核
市市

佐佐
賀賀
市市
がが
特特
例例
市市

４／５

栃栃
木木
市市
がが
編編
入入
合合
併併

各
法
案
を
閣
議
決
定
し
国
会
提
出

４４
次次
一一
括括
法法
案案
・・
自自
治治
法法
改改
正正
案案
ほほ
かか「「
地地
方方
財財
政政
のの
状状
況況
」」もも

３
月
１４
日
開
催
の
参
院
予
算
委

に
出
席
し
答
弁
す
る
安
倍
総
理

（
写
真
提
供
�
内
閣
広
報
室
）本本紙紙がが発発行行１１９９００００号号

新新
庁庁
舎舎
落落
成成

（１） 平成２６年４月５日 第１８９９・９００号



本
紙
で
は
今
号
か
ら
数
回
に
分
け
▽
地
方
行
政
▽
地
方
財
政
▽
社
会
文
教
▽
産
業
経
済
▽
建
設
運
輸
―
の

５
委
員
会
が
、
平
成
２５
年
度
中
に
活
動
し
成
果
を
得
た
項
目
を
中
心
と
し
て
要
望
結
果
の
概
要
を
紹
介
す

る
。
連
載
の
初
回
と
な
る
今
号
で
は
地
行
委
の
活
動
結
果
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
し
、
連
載
２
回
目
と
な

る
次
号
以
降
で
は
地
財
委
、
社
文
委
、
産
経
委
、
建
運
委
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
結
果
に
焦
点
を
当
て
る
。
各

委
員
会
で
は
、
昨
年
の
夏
と
秋
の
２
回
に
わ
た
り
要
望
書
を
取
り
ま
と
め
、
要
請
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。

地
方
行
政
委
員
会
が
取
り
組
ん
で
き
た
要
望
の
柱
は
▽
地
方
分
権

改
革
の
推
進
▽
地
方
議
会
の
権
能
強
化
等
▽
消
防
防
災
体
制
の
充
実

強
化
▽
過
疎
地
域
の
自
立
促
進
▽
合
併
市
町
村
に
対
す
る
支
援
の
拡

充
▽
基
地
対
策
関
係
予
算
の
確
保
▽
北
方
領
土
返
還
▽
竹
島
の
領
有

権
確
立
―
な
ど
１２
本
。
う
ち
「
地
方
分
権
改
革
の
推
進
」
で
は
自
治

法
改
正
案
や
第
４
次
一
括
法
案
が
閣
議
決
定
を
経
て
、
既
に
国
会
へ

提
出
さ
れ
て
い
る
。

▼
１
面
に
各
法
案
を
閣
議
決
定
し
国
会
提
出

地地
方方
行行
政政
委委
員員
会会

１
�
地
方
分
権
改
革
の
推
進

地
行
委
が
求
め
て
き
た
「
義
務

付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
及
び
都

道
府
県
か
ら
基
礎
自
治
体
へ
の
権

限
移
譲
」
で
は
直
近
順
で
、
３
月

１８
日
に
は
自
治
法
改
正
案
が
、
１４

日
に
は
第
４
次
一
括
法
案
が
、
そ

れ
ぞ
れ
閣
議
決
定
を
経
て
同
日
中

に
国
会
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。
う

ち
自
治
法
改
正
案
で
は
、
平
成
２５

年
６
月
の
地
制
調
答
申
を
踏
ま
え

て
▽
指
定
都
市
制
度
の
見
直
し
▽

中
核
市
制
度
と
特
例
市
制
度
の
統

合
▽
新
た
な
広
域
連
携
の
制
度
の

創
設
―
な
ど
を
打
ち
出
し
た
。

指
定
都
市
制
度
の
見
直
し
で
は

「
区
の
役
割
の
拡
充
」
「
指
定
都

市
道
府
県
調
整
会
議
の
設
置
」
を

図
る
。
区
の
役
割
を
拡
充
す
る
た

め
法
案
で
は
、
区
の
事
務
所
が
分

掌
す
る
事
務
を
条
例
で
定
め
る
よ

う
規
定
す
る
ほ
か
、
従
来
の
区
を

格
上
げ
し
総
合
区
へ
代
え
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
。
総
合
区
を
置
く

場
合
に
は
、
議
会
同
意
を
得
る
特

別
職
の
総
合
区
長
を
置
く
も
の
と

す
る
。
人
口
が
多
く
行
政
面
積
も

広
い
指
定
都
市
の
住
民
へ
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
で
き
る
よ
う
に

す
る
狙
い
が
あ
る
。
調
整
会
議
の

設
置
に
は
、
道
府
県
と
指
定
都
市

が
同
じ
事
業
を
重
複
し
て
実
施
す

る
二
重
行
政
を
防
ぐ
ね
ら
い
を
込

め
て
い
る
。
連
絡
調
整
を
進
め
る

う
え
で
協
議
を
調
え
る
た
め
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
関
係

首
長
の
申
し
出
に
よ
り
総
務
大
臣

へ
勧
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
仕
組
み
も
盛
り
込
ん
だ
。

中
核
市
・
特
例
市
両
制
度
の
統

合
で
は
、
特
例
市
制
度
を
廃
止
す

る
と
と
も
に
中
核
市
の
指
定
要
件

を
「
人
口
２０
万
以
上
の
市
」
へ
変

更
す
る
。
法
施
行
時
の
時
点
で
既

に
特
例
市
の
指
定
を
受
け
て
い
る

団
体
に
つ
い
て
は
「
施
行
時
特
例

市
」
と
位
置
付
け
、
法
施
行
日
か

ら
５
年
以
内
な
ら
人
口
が
２０
万
人

未
満
で
あ
っ
て
も
中
核
市
と
し
て

の
指
定
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
ほ
か
、
必
要
と
思
わ
れ
る
経
過

措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

新
た
な
広
域
連
携
制
度
の
創
設

で
は
、
協
約
の
締
結
で
各
市
町
村

が
実
施
す
べ
き
事
務
に
つ
い
て
、

自
治
体
同
士
が
連
携
し
て
柔
軟
に

役
割
分
担
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

３
月
１４
日
に
国
会
へ
提
出
さ
れ

た
第
４
次
一
括
法
案
は
、
地
方
分

権
改
革
推
進
委
員
会
に
よ
る
勧
告

の
う
ち
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た

国
か
ら
地
方
へ
の
事
務
・
権
限
の

移
譲
な
ど
を
進
め
る
も
の
。
あ
わ

せ
て
２５
年
６
月
の
地
制
調
答
申
で

示
さ
れ
た
都
道
府
県
か
ら
指
定
都

市
へ
の
事
務
・
権
限
の
移
譲
な
ど

を
進
め
る
た
め
、
２５
年
１２
月
に
閣

議
決
定
さ
れ
た
「
事
務
・
権
限
の

移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に

つ
い
て
」
を
踏
ま
え
て
関
係
法
を

整
備
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

国
か
ら
地
方
へ
の
移
譲
で
は
４３

法
律
、
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市

へ
の
移
譲
で
は
２５
法
律
が
整
備
さ

れ
る
。
国
か
ら
の
移
譲
と
都
道
府

県
か
ら
の
移
譲
で
は
重
複
す
る
法

律
が
５
本
あ
る
た
め
、
整
理
す
る

と
計
６３
本
が
整
備
対
象
と
な
る
。

国
か
ら
の
移
譲
の
う
ち
対
象
法

律
が
最
多
の
厚
労
省
関
係
で
は
、

看
護
師
な
ど
３２
種
類
の
各
種
資
格

者
を
養
成
す
る
施
設
へ
の
指
定
・

監
督
で
、
２５
法
律
の
整
備
を
進
め

る
。
次
に
多
い
国
交
省
関
係
で
は
、

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
や

監
査
な
ど
の
移
譲
で
、
実
施
主
体

の
弾
力
化
や
旅
客
範
囲
の
拡
大
を

図
る
。
過
疎
地
な
ど
で
は
住
民
の

生
活
維
持
に
必
要
な
輸
送
手
段
で

あ
る
は
ず
の
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
事

業
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

も
多
く
、
市
町
村
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

【
３
面
へ
続
く
】

２５年度

本本

会会

委委

員員

会会

活活
動動
結結
果果
のの
概概
要要
〈１〉

第１８９９・９００号 平成２６年４月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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【
２
面
の
続
き
】

２
�
地
方
議
会
の
権
能
強
化
等

地
行
委
で
は
�
更
な
る
地
方
議

会
の
権
能
強
化
�
地
方
議
会
議
員

選
挙
に
お
け
る
法
定
ビ
ラ
頒
布
の

制
度
化
�
地
方
議
会
議
員
の
被
用

者
年
金
制
度
へ
の
加
入
―
を
柱
と

し
、
う
ち
�
で
は
自
治
法
上
に
地

方
議
会
議
員
の
職
責
・
職
務
を
規

定
し
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に

す
る
こ
と
、
議
長
に
議
会
招
集
権

や
議
会
費
予
算
執
行
権
を
付
与
す

る
こ
と
な
ど
を
掲
げ
て
い
た
。
�

は
公
職
選
挙
法
第
１
４
２
条
に
規

定
さ
れ
る
法
定
ビ
ラ
の
頒
布
が
現

時
点
で
地
方
議
会
議
員
に
認
め
ら

れ
て
い
な
い
た
め
の
要
望
。
�
は

昨
年
１１
月
の
本
会
評
議
員
会
で
議

決
さ
れ
た
要
望
で
、
被
用
者
年
金

が
一
元
化
さ
れ
る
２７
年
１０
月
か
ら

基
礎
年
金
に
上
乗
せ
の
報
酬
比
例

部
分
が
あ
る
同
制
度
へ
の
加
入
を

目
指
す
も
の
。
�
�
�
と
も
年
度

内
に
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
次
年

度
委
員
会
に
申
し
送
っ
た
。

３
�
消
防
防
災
体
制
の
充
実
強
化

２５
年
１２
月
１３
日
施
行
の
「
消
防

団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の

充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
」
に
基

が
自
家
用
車
を
使
い
有
償
で
運
ぶ

ケ
ー
ス
も
多
い
。
移
譲
対
象
の
基

本
を
市
町
村
と
し
希
望
す
る
市
町

村
へ
事
務
・
権
限
を
移
譲
す
る
こ

と
で
、
地
域
の
実
情
に
適
合
し
た

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
希
望
し
な
い
市
町
村
の
区

域
は
、
希
望
す
る
都
道
府
県
へ
移

譲
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。

指
定
都
市
へ
の
移
譲
で
は
、
県

費
負
担
教
職
員
に
つ
い
て
給
与
等

の
負
担
や
定
数
の
決
定
な
ど
を
対

象
と
す
る
。
税
源
と
し
て
個
人
住

民
税
所
得
割
の
２
％
も
都
道
府
県

か
ら
指
定
都
市
へ
移
譲
さ
れ
る
。

づ
き
、
２６
年
度
か
ら
団
員
の
処
遇

改
善
、
消
防
団
の
装
備
や
教
育
訓

練
の
充
実
が
図
ら
れ
る
。
処
遇
の

関
係
で
は
、
団
員
の
退
職
報
償
金

の
引
き
上
げ
な
ど
を
実
施
す
る
。

４
�
過
疎
地
域
の
自
立
促
進

３
月
１４
日
、
過
疎
市
町
村
の
指

定
要
件
の
見
直
し
や
過
疎
対
策
事

業
債
の
対
象
拡
充
な
ど
を
内
容
と

す
る
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
が
衆
議
院
を
通
過
。
同
日
、

参
議
院
に
送
ら
れ
た
。
成
立
す
れ

ば
２６
年
４
月
か
ら
適
用
市
町
村
が

追
加
さ
れ
る
。

５
�
空
き
家
等
に
対
す
る
総
合
的

な
法
整
備
等

自
民
党
の
議
連
が
関
連
法
案
の

取
り
ま
と
め
を
進
め
、
今
通
常
国

会
へ
の
提
出
を
目
指
し
て
い
る
。

６
�
合
併
市
町
村
に
対
す
る
支
援

の
拡
充

政
府
は
２６
年
度
の
交
付
税
算
定

で
市
町
村
合
併
自
治
体
の
面
積
や

旧
市
町
村
単
位
の
支
所
な
ど
を
含

め
、
算
定
方
法
を
見
直
す
方
向
で

検
討
す
る
。

７
�
基
地
対
策
関
係
予
算
の
確
保

総
務
省
所
管
の
基
地
交
付
金
・

調
整
交
付
金
は
対
前
年
度
同
額
の

３
４
５
億
４
０
０
０
万
円
、
防
衛

省
所
管
の
基
地
周
辺
対
策
経
費
は

同
０
・
６
％
増
の
１
２
０
７
億
１

９
０
０
万
円
（
歳
出
ベ
ー
ス
）
が

計
上
さ
れ
た
。

８
�
治
安
対
策
の
強
化
等

２６
年
度
警
察
庁
予
算
に
対
前
年

度
比
３２
・
１
％
増
の
３
２
２
４
億

４
８
０
０
万
円
。
う
ち
サ
イ
バ
ー

空
間
の
脅
威
へ
の
対
処
に
同
２１
・

９
％
増
の
２１
億
７
３
０
０
万
円
、

組
織
犯
罪
対
策
の
推
進
に
同
１０
・

８
％
増
の
４４
億
４
７
０
０
万
円
。

法
務
省
の
法
秩
序
の
確
立
に
よ
る

安
全
・
安
心
な
社
会
の
維
持
に
同

６
・
３
％
増
の
４
２
０
２
億
４
５

０
０
万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

９
�
北
方
領
土
返
還

２６
年
度
予
算
と
し
て
内
閣
府
の

北
方
対
策
本
部
に
、
対
前
年
度
比

２
・
５
％
減
の
１６
億
６
０
０
万
円
。

１０
�
竹
島
の
領
有
権
確
立

２６
年
度
予
算
と
し
て
内
閣
官
房

の
領
土
・
主
権
内
外
発
信
推
進
経

費
に
８
７
０
０
万
円
を
計
上
し
、

戦
略
的
外
交
を
進
め
る
。

１１
�
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
な

改
定協

定
の
改
定
を
図
り
、
在
日
米

軍
基
地
に
起
因
す
る
事
件
や
事
故

か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産
、
人
権

を
守
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
年

度
内
に
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
引

き
続
き
実
現
を
求
め
る
た
め
、
次

年
度
委
員
会
に
申
し
送
っ
た
。

１２
�
人
権
救
済
制
度
の
確
立

２６
年
度
法
務
省
予
算
と
し
て
子

ど
も
の
人
権
問
題
対
策
の
充
実
強

化
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
の
擁
護

に
、
対
前
年
度
比
３
・
１
％
増
の

３３
億
６
０
０
０
万
円
が
計
上
。

（３） 平成２６年４月５日 第１８９９・９００号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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３
月
１４
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平
成
２６
年
版
『
地
方
財
政
の
状
況
』
」
は
、
２４
年
度
の
歳
入
・
歳
出
決

算
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
、
「
地
方
財
政
白
書
」
の
中
身
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
地
方
財
政
白
書
は

地
方
財
政
法
第
３０
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
が
地
方
財
政
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
国
会
へ

報
告
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
る
。
昭
和
２８
年
以
降
、
毎
年
報
告
し
て
お
り
、
今
回
で
６２
回
目
を
数
え
る
。
４

面
で
は
歳
入
・
歳
出
な
ど
総
務
省
が
ま
と
め
た
地
方
財
政
の
状
況
を
掲
載
す
る
。

▼
１
面
に
関
連
記
事

地
方
の
歳
入
・
歳
出
の
状
況

２４
年
度
の
歳
入
総
額
は
対
前
年

度
比
２
２
６
７
億
円
減
の
９９
兆
８

４
２
９
億
円
と
な
っ
た
。
う
ち
、

通
常
収
支
分
は
対
前
年
度
比
１
兆

２
０
１
１
億
円
減
の
９３
兆
８
３
４

０
億
円
、
東
日
本
大
震
災
分
は
対

前
年
度
比
９
７
４
４
億
円
増
の
６

兆
８９
億
円
。
▽
地
方
交
付
税
▽
地

方
譲
与
税
▽
地
方
特
例
交
付
金
▽

地
方
税
―
の
４
区
分
を
あ
わ
せ
た

一
般
財
源
総
額
は
対
前
年
度
比
３

０
８
１
億
円
減
の
５５
兆
１
４
９
５

億
円
と
な
っ
た
。
４
区
分
で
最
も

増
加
額
が
大
き
い
区
分
は
地
方
税

で
、
対
前
年
度
２
８
９
４
億
円
増

の
３４
兆
４
６
０
８
億

円

と

な

っ

た
。
地
方
交
付
税
は
対
前
年
度
比

４
６
２
５
億
円
減
の
１８
兆
２
８
９

８
億
円
だ
っ
た
。

一
方
、
歳
出
総
額
は
対
前
年
度

比
５
８
４
０
億
円
減
の
９６
兆
４
１

８
６
億
円
と
な
っ
た
。
う
ち
、
通

常
収
支
分
は
対
前
年
度
比
１
兆
４

１
３
０
億
円
減
の
９１
兆
９
８
７
億

円
、
東
日
本
大
震
災
分
は
対
前
年

度
比
８
２
８
８
億
円
増
の
５
兆
３

１
９
８
億
円
。
歳
出
総
額
は
▽
義

務
的
経
費
▽
投
資
的
経
費
▽
そ
の

他
経
費
―
の
３
項
目
に
分
類
さ
れ

る
。
人
件
費
な
ど
の
義
務
的
経
費

は
、
対
前
年
度
３
１
６
０
億
円
減

の
４８
兆
２
２
２
億
円
と
な
っ
た
。

普
通
建
築
事
業
費
や
災
害
復
旧
事

業
費
な
ど
の
投
資
的
経
費
は
対
前

年
度
比
１
２
１
３
億
円
増
の
１３
兆

４
２
０
２
億
円
。
物
件
費
な
ど
、

そ
の
他
経
費
は
対
前
年
度
比
３
８

９
３
億
円
減
の
３４
兆
９
７
６
２
億

円
だ
っ
た
。

決
算
収
支
・
経
常
収
支
の
状
況

決
算
収
支
の
状
況
で
は
、
形
式

収
支
が
対
前
年
度
比
３
５
７
３
億

円
増
の
３
兆
４
２
４
３
億
円
、
実

質
収
支
は
対
前
年
度
比
２
７
８
億

円
減
の
１
兆
７
６
７
５
億
円
と
な

っ
た
。
実
質
収
支
が
赤
字
の
団
体

は
対
前
年
度
比
１
団
体
減
の
２
団

体
だ
っ
た
。

自
治
体
財
政
の
弾
力
性
を
示
す

経
常
収
支
比
率
は
対
前
年
度
比
０

・
１
ポ
イ
ン
ト
増
の
９２
・
７
％
と

な
っ
た
。
実
質
公
債
費
比
率
は
対

前
年
度
０
・
５
ポ
イ
ン
ト
減
の
１１

・
３
％
だ
っ
た
。

経
常
収
支
比
率
に
関
し
、
段
階

別
に
市
町
村
数
の
状
況
を
見
る
と

８０
％
以
上
９０
％
未
満
の
市
町
村
が

８
８
４
団
体
で
最
多
。
次
い
で
９０

％
以
上
１
０
０
％
未
満
が
５
６
９

団
体
、
８０
％
未
満
が
２
４
１
団
体

と
続
く
。
１
０
０
％
以
上
は
対
前

年
度
比
１
団
体
増
の
２５
団
体
と
な

っ
た
。
実
質
公
債
費
比
率
で
は
、

１８
％
未
満
の
市
町
村
が
１
６
８
５

団
体
で
最
多
。
１８
％
以
上
２５
％
未

満
が
１
０
６
団
体
で
３５
％
以
上
は

１
団
体
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

総務省

２６
年
版「
地
方
財
政
の
状
況
」を
公
表
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